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新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する問い合わせへの対応等について 

 

 

新型インフルエンザ(A/H1N1)の対応については、政府の基本的対処方針が改定され

たこと等を踏まえ、今般、別添１のとおり、「新型インフルエンザ(A/H1N1)に関するＱ

＆Ａ」を改訂したので、問い合わせ等があった場合は、別添１を参考に適切に対応さ

れたい。 

 なお、厚生労働省ホームページにおいて、別添２のとおり、本日付けで「新型イン

フルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のＱ＆Ａ」が掲載されることとなっている

ので了知されたい。 

 



別添１ 

新型インフルエンザ（A/H1N1）に関するＱ＆Ａ 

（平成 21年 10月 30日） 

 

＜一般的な問い合わせ＞ 

Q１ （新型インフルエンザの基礎的な知識や予防対応についての問い合わせ） 

 

Q２ ○○より、事業場における事業継続計画を策定せよとの要請がありましたが

どうすればよいのでしょうか？ 

 

Q３ （労働安全衛生法等の解釈以外の問い合わせ） 

 

＜安全衛生に関する問い合わせ＞ 

Q４ 職場で取り組むべき新型インフルエンザ対策にはどのようなことがあります

か？ 

 

Q５ 発熱や呼吸器症状等のインフルエンザ様症状を呈した労働者にはどのような

注意をすればよいですか。また、労働者がインフルエンザと診断されましたが、

新型インフルエンザ（A/H1N1）と確定されない場合、どのような対応をしたら

よいのでしょうか。 

 

Q６ 労働者が新型インフルエンザ（A/H1N1）に感染していることが確認された場

合に、どのような対応をしたらよいのでしょうか。 

 

Q７ 基礎疾患を有する方等が新型インフルエンザ（A/H1N1）に感染すると重症化

の可能性が高いとの報告があると聞きましたが、どのような対応をしたらよい

のでしょうか。 

 

Q８ 医療施設、医療廃棄物処理業者、研究施設等新型インフルエンザウイルスに

よって汚染のおそれの著しい業務を行う事業者は、新型インフルエンザ発生時

には、労働安全衛生法に基づき、新たに何か措置を講じなければならないので

しょうか。 

 

Q９ 労働者が業務上インフルエンザに罹患した場合、事業者は、安全配慮義務違

反に問われるのでしょうか。 

 

＜労働基準法に関する問い合わせ＞ 

Q10 新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに

気をつければよいのでしょうか。 



Q11 新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、一律に年次

有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。

病気休暇を取得したこととする場合はどうですか。 

 

＜労災保険給付に関する問い合わせ＞ 

Q12 新型インフルエンザ発生時において、職場又は通勤途上で新型インフルエン    

ザに感染（死亡）したことが明らかとなった場合、労災保険給付の対象となり

ますか。 



＜一般的な問い合わせ＞ 

Q１ （新型インフルエンザの基礎的な知識や予防対応についての問い合わせ） 

 

(A１) 

 厚生労働省の相談窓口（ＴＥＬ０３－３５０１－９０３１、ＦＡＸ０３－３５

０１－９０４４）又は都道府県の相談窓口に問い合わせてください。 

 

 

※ 都道府県の相談窓口 

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html


Q２ ○○より、事業場における事業継続計画の策定の要請がありましたがどうす

ればいいのか？ 

 

(A２) 

   要請に従い策定してください。なお、策定に当たっては、「事業者・職場にお

ける新型インフルエンザ対策ガイドライン」があるのでそちらを参考にされたく、

その内容については、厚生労働省の相談窓口（ＴＥＬ０３－３５０１－９０３１、

ＦＡＸ０３－３５０１－９０４４）又は都道府県の相談窓口若しくは要請がなさ

れた○○に問い合わせてください。 

 

※ 都道府県の相談窓口 

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html 

 

（注）「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」は、病原性

の高い新型インフルエンザを念頭においたものです。 

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html


Q３ （労働安全衛生法等の解釈以外の問い合わせ） 

 

(A３) 

 厚生労働省の相談窓口（ＴＥＬ０３－３５０１－９０３１、ＦＡＸ０３－３５

０１－９０４４）又は都道府県の相談窓口に問い合わせて下さい。 

 

※ 都道府県の相談窓口 

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html 

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html


＜安全衛生に関する問い合わせ＞ 

Q４ 職場で取り組むべき新型インフルエンザ対策にはどのようなことがあります

か？ 

 

(A４) 

１ 「新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のＱ＆Ａ Ｑ1」におい

ては、 

労働者の健康管理を徹底するとともに、感染機会を減らすための工夫の検討

として、例えば、 

   ・ 発熱症状のある方については、医師の指導に従って、休暇を取得の上、

自宅で療養してもらうなどの対応を検討していただくこと 

が考えられます。また、 

・ それぞれの事業者において、感染状況を注視するとともに、手洗いや咳

エチケットの周知、職場の清掃などに取り組んでいただく必要があると考

えます。 

その他、 

   ・職場における感染防止策について、労働者へ教育・普及啓発を行う 

   ・欠勤した労働者本人や家族の健康状態の確認（発熱の有無や発症者との接

触可能性の確認）や欠勤理由の把握を行い、本人や家族が感染した疑いが

ある場合には連絡するよう指導する 

   ・労働者の子どもが通う保育施設等が臨時休業になった場合における当該労

働者の勤務への配慮を行う 

  等の対応が考えられますので参考としてください。 

 

（注）「事業者・職場における新型インフルエンザガイドライン」ｐ114 

         に記載する感染防止策の例において、 

         ・業務の絞込み（不要不急の業務の一時停止） 

         ・患者の入場防止のための検温 

         ・訪問者の氏名、住所の把握 

         といった措置までは、一般的には検討する必要はないと考えます。 

 

とされています。 

 

２ さらに、職場における感染防止対策の検討を行うに当たっては、産業医等の助

言を受けることや、衛生委員会において対策を審議するなど、労働安全衛生法上

の安全衛生管理体制を活用し、実施していくことが望まれます。 

 

（参考） 

○事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン（抄）（関係省庁対

策会議決定 平成２１年２月１７日策定）（注）当該ガイドラインは、病原性の



高い新型インフルエンザを念頭においたものです。 

第１章 はじめに 

・Ｐ９１・・・「流行時においても、人命の安全確保を第一に考えるとともに、可

能な限り感染拡大による社会・経済的な影響を減じるため、事業者

においては、事前に新型インフルエンザを想定した事業継続計画を

策定し、周到な準備を行うとともに、発生時には計画に基づいて冷

静に行動することが必要である。」 

第２章 ２．基本的なインフルエンザ対策 

・Ｐ９８・・・「対人距離の保持、手洗い、咳エチケット、職場の清掃・消毒」 

第３章 事業継続計画策定の留意点 

・Ｐ１０４・・「事業継続計画の立案に当たっては、就業規則や労働安全衛生にも

関わることから、産業医等をメンバーに加えることが望まれる。」 

・Ｐ１０５・・「感染防止策については、専門的な知識を必要とすることがあるた

め、産業医などを活用して、助言を依頼することも検討する。」 

・Ｐ１１６・・「都市部の事業者においては、満員電車や満員バス等による通勤を

避けるため時差出勤を採用したり、自家用車等での通勤を許可した

り、在宅勤務を進める。」 

・Ｐ１１８・・「職場における感染防止策について、従業員へ教育・普及啓発を行

う。」 

第４章 事業継続計画の発動 

・Ｐ１２１・・「従業員に対して、38 度以上の発熱、咳、全身倦怠感等のインフル

エンザ様症状があれば出社しない等の注意喚起を行う。」 

「欠勤した従業員本人や家族の健康状態の確認（発熱の有無や発症

者との接触可能性の確認）や欠勤理由の把握を行い、本人や家族が

感染した疑いがある場合には連絡するよう指導する.」 

 

※ ガイドラインの内容等についての問い合わせは、厚生労働省の窓口（ＴＥＬ０

３－３５０１－９０３１、ＦＡＸ０３－３５０１－９０４４）又は都道府県の相

談窓口までお願いします。 

 



Q５ 発熱や呼吸器症状等のインフルエンザ様症状を呈した労働者にはどのような

注意をすればよいですか。また、労働者がインフルエンザと診断されましたが、

新型インフルエンザ（A/H1N1）と確定されない場合、どのような対応をしたらよ

いのでしょうか。 

 

（A５） 

 「新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のＱ＆Ａ Ｑ2」において

は、 

   ・基礎疾患を有しない方については、本人の安静のため及び新たな感染者を

できるだけ増やさないために外出を自粛し、抗インフルエンザウイルス薬

の内服等も含め、医師の指導に従って自宅において療養してもらうことが

適当です。 

・しかしながら、次のような症状を認めるときは、すぐに医療機関を受診す

るよう、周知してください。 

  ○呼吸困難または息切れがある 

○胸の痛みが続いている 

○嘔吐や下痢が続いている 

○３日以上、発熱が続いている 

○症状が長引いていて悪化してきた 

○症状が急速に悪化してきた 

・基礎疾患を有する方（※）や妊婦等については、軽症であっても早期にかか

りつけ医等に電話をし、又は医療機関を受診して、抗インフルエンザウイ

ルス薬の内服等も含め、医師の指導に従って療養してもらうことが適当で

す。 

 

※基礎疾患を有する方：慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、慢性腎疾患、慢性肝疾患、

神経疾患・神経筋疾患、血液疾患、糖尿病、疾患や治療に伴う免疫抑制状態、

小児科領域の慢性疾患を有しており治療経過や管理の状況を勘案して、医師に

より重症化リスクが高いと判断される方等 

 

・なお、現在、医療機関においては、新型インフルエンザか否かの確定検査

は原則として行っておりませんので、インフルエンザと診断された場合は、

新型インフルエンザと確定されない場合でも、上記の対応を参考にしてく

ださい。 

 

とされております。 

 

 

 （参考） 

○「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」



（厚生労働省 平成 21年 10月 1日二訂版） 

・Ｐ３・・・・「発熱、呼吸器症状等のインフルエンザ様症状を有する者のうち、

基礎疾患を有しない者については、本人の安静のため及び新たな感

染者をできるだけ増やさないために外出を自粛し、抗インフルエン

ザウイルス薬の内服等も含め医師の指導に従って自宅において療

養する。」 

「基礎疾患を有する等については、軽症であっても早期にかかりつ

け医等に電話をし、又は医療機関を受診して、抗インフルエンザ薬

の内服等を含め医師の指導に従って療養する。」 

「基礎疾患の有無によらず、重症化及び重症化するおそれを認める

者については、医師の判断により入院治療を行う。」 

・Ｐ５・・・・「発熱相談センター等の電話相談窓口は、受診する医療機関がわか

らない人への適切な医療機関の紹介、自宅療養している患者への相

談対応等、電話による情報提供を行う。」 

 

○「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」（注）当該ガイ

ドラインは、病原性の高い新型インフルエンザを念頭においたものです。 

・Ｐ１００・・「従業員が発症し、その直前に職場で勤務していた場合には、当該

従業員の机の周辺や触れた場所などの消毒剤による拭き取り清掃

を行う。その際、作業者は必要に応じて市販の不織布製マスクや手

袋を着用して消毒を行う。清掃・消毒時に使用した作業着は洗濯・

ブラシ、雑巾は、水で洗い、触れないようにする。」 

・Ｐ１２２・・「従業員が多数発症することを想定して、従業員の感染状況把握や

支援の必要性等の有無について情報収集・共有を図る体制を整備す

る。」 

 

※ ガイドラインの内容等についての問い合わせは、厚生労働省の窓口（ＴＥＬ０３－３５

０１－９０３１、ＦＡＸ０３－３５０１－９０４４）又は都道府県の相談窓口までお願いしま

す。 



Q６ 労働者が新型インフルエンザ（A/H1N1）に感染していることが確認された場

合に、どのような対応をしたらよいのでしょうか。 

 

（A６） 

１ 「新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のＱ＆Ａ Ｑ4」におい

ては、 

・労働者の感染が確認された場合、事業者は、労働者全員を自宅待機させる

必要はないまでも、感染拡大防止の工夫をしていただきたいと考えます。 

・職場で大規模な集団感染が疑われるケースについては、事業者は、保健所

と相談の上、必要に応じ、感染拡大防止のため、事業運営において感染機

会を減らすための防止策等の協力をしていただく必要があります。 

 とされております。 

 

２ なお、労働安全衛生法第 68 条に基づく就業禁止の措置については、現在流行

している新型インフルエンザ（Ａ/Ｈ１Ｎ１）について、多くの感染者は軽症の

まま回復し、季節性インフルエンザと類似する点が多いことが明らかになったこ

と等から、現時点においては、労働安全衛生規則第 61 条第 1 項第 1 号の「病毒

伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」には該当せず、労働者が新型インフルエンザ

（Ａ/Ｈ１Ｎ１）に感染したことのみをもって、就業禁止の措置を講ずることは

要しません。 

しかしながら、労働者が新型インフルエンザに感染し、医師から、本人の病勢

や他の労働者への影響を考慮して、自宅療養等をする必要があるとの指導がなさ

れている場合には、それに反して出勤させることは適当ではありません。 

 

 

（参考） 

○「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」

（厚生労働省 平成 21年 10月 1日二訂版） 

・Ｐ３・・・・「発熱、呼吸器症状等のインフルエンザ様症状を有する者のうち、

基礎疾患を有しない者については、本人の安静のため及び新たな感

染者をできるだけ増やさないために外出を自粛し、抗インフルエン

ザウイルス薬の内服等も含め医師の指導に従って自宅において療

養する。」 

「基礎疾患を有する等については、軽症であっても早期にかかりつ

け医等に電話をし、又は医療機関を受診して、抗インフルエンザ薬

の内服等を含め医師の指導に従って療養する。」 

「基礎疾患の有無によらず、重症化及び重症化するおそれを認める

者については、医師の判断により入院治療を行う。」 

・Ｐ５・・・・「発熱相談センター等の電話相談窓口は、受診する医療機関がわか

らない人への適切な医療機関の紹介、自宅療養している患者への相



談対応等、電話による情報提供を行う。」 

 

○「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」（注）当該ガイ

ドラインは、病原性の高い新型インフルエンザを念頭においたものです。 

・Ｐ１００・・「従業員が発症し、その直前に職場で勤務していた場合には、当該

従業員の机の周辺や触れた場所などの消毒剤による拭き取り清掃

を行う。その際、作業者は必要に応じて市販の不織布製マスクや手

袋を着用して消毒を行う。清掃・消毒時に使用した作業着は洗濯・

ブラシ、雑巾は、水で洗い、触れないようにする。」 

・Ｐ１２２・・「従業員が多数発症することを想定して、従業員の感染状況把握や

支援の必要性等の有無について情報収集・共有を図る体制を整備す

る。」 

 

※ ガイドラインの内容等についての問い合わせは、厚生労働省の窓口（ＴＥＬ０３－３５

０１－９０３１、ＦＡＸ０３－３５０１－９０４４）又は都道府県の相談窓口までお願いしま

す。 

 

 



Q７ 基礎疾患を有する方等が新型インフルエンザ（A/H1N1）に感染すると重症化

の可能性が高いとの報告があると聞きましたが、どのような対応をしたらよいの

でしょうか。 

 

（A７） 

１ 「新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のＱ＆Ａ Ｑ6」に記載

されているように、事業者は、労働者が予め基礎疾患を有すること等を把握した

場合、産業医等の意見を聴く等して、事業者と当該労働者において、勤務時にお

ける感染予防策や勤務内容、発症時の対応、基礎疾患の日頃の治療環境等につい

て話し合い、Ｑ4 で示した感染防止策等をより徹底することが望ましいと考えら

れます。 

  

２ なお、基礎疾患を有する方等が発症した場合の対応については、Ｑ5 をご参照

ください。 

 

 

（参考） 

○「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」

（厚生労働省 平成 21年 10月 1日二訂版） 

・Ｐ３・・・・「基礎疾患を有する等については、軽症であっても早期にかかりつ

け医等に電話をし、又は医療機関を受診して、抗インフルエンザ薬

の内服等を含め医師の指導に従って療養する。」 

「基礎疾患の有無によらず、重症化及び重症化するおそれを認める

者については、医師の判断により入院治療を行う。」 



 

 Q８ 医療施設、医療廃棄物処理業者、研究施設等新型インフルエンザウイルスに

よって汚染されるおそれの著しい業務を行う事業者は、新型インフルエンザ発

生時には、労働安全衛生法に基づき、新たに何か措置を講じなければならない

のでしょうか。 

 

(A８) 

１ 労働安全衛生法第 22条の「病原体」には、新型インフルエンザも含まれます

が、新型インフルエンザが発生したからといって新たに実施すべき措置はあり

ません。すでに実施している措置を引き続き実施していただくとともに、この

機会に改めて、これらの措置が徹底されているか、確認をお願いいたします。 

 

２ なお、病原体によって汚染のおそれの著しい業務を行う事業者における病原

体等による健康障害を防止するための措置としては、労働安全衛生規則におい

て規定されている、 

・ 有害原因の除去の措置（安衛則第 576条）、 

・ 病原体の処理の措置（安衛則第 581条）、 

・ 立入禁止等の措置（安衛則第 585条）、 

・ 表示等の措置（安衛則第 586条）、 

・ 呼吸用保護具等の措置（安衛則第 593条）、 

・ 汚物の処理の措置（安衛則第 624条） 

等があります。 

 



Q９ 労働者が業務上インフルエンザに罹患した場合、事業者は、安全配慮義務違

反に問われるのでしょうか。 

 

（A９） 

１ 「新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のＱ＆Ａ Ｑ7」に記

載されているように、労働契約法第５条は、「使用者は、労働契約に伴い、労

働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要

な配慮をする」ものとしています。本条にいう使用者の安全配慮義務の具体的

内容は、労働者の労務の具体的状況等により異なるものであるので、一概には

言えませんが、労働者が就業に際し新型インフルエンザに罹患しないよう、Ｑ

4で示した必要な感染防止策を講じていただくようお願いします。 

  

２ いずれにせよ、現時点では、災害が発生したときの責任の有無を論ずるので

はなく、まずは、労使が協力して、就業中や通勤途上においてインフルエンザ

に罹患しないよう必要な備え・対策をお願いします。 

 



＜労働基準法に関する問い合わせ＞ 

Q10 新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに

気をつければよいのでしょうか。 

 

(A10) 

  「新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のＱ＆Ａ Ｑ8」に記載

されているように、感染拡大防止の観点からは、感染又は感染の疑いがある場

合には、保健所の要請等に従い外出を自粛することその他感染拡大防止に努め

ることが重要ですが、その際、欠勤中の賃金の取扱いについては、労使で十分

に話し合っていただき、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていた

だくようお願いします。 

  なお、賃金の支払の必要性の有無等については、個別事案ごとに諸事情を総

合的に勘案すべきものですが、法律上、労働基準法第２６条に定める休業手当

を支払う必要性の有無については、一般的には以下のように考えられます。（以

下は現時点の状況を基にしており、今後の新型インフルエンザの流行状況等に応じて保健所

の要請等が変更される可能性がありますのでご留意ください。） 

 

①労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合 

  新型インフルエンザに感染しており、医師等による指導により労働者が休業する場合は、一般的に

は「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要

はありません。 

  医師による指導等の範囲を超えて（外出自粛期間経過後など）休業させる場合には、一般的に「使用

者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支払う必要があります。 

 

②労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合 

 新型インフルエンザかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に

休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱えば足りるものであり、病気休暇制度を活用すること等

が考えられます。 

 一方、例えば熱が３７度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を

休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使

用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支払う必要があります。 

 

③感染者と近くで仕事をしていた労働者や同居する家族が感染した労働者を休業させる場合 

   「新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のＱ＆Ａ Ｑ３」にあるとおり、感染者と近くで

仕事をしていた労働者などの濃厚接触者でも、インフルエンザ様症状がない場合は職務の継続が可

能と考えられます。職務の継続が可能である労働者について、使用者の自主的判断で休業させる場



合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支払う必要がありま

す。 

 なお、大規模な集団感染が疑われるケースなどで保健所等の指導により休業させる場合につい

ては、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当しないと考えられますので、

休業手当を支払う必要はありません。 

 

※なお、①から③において休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、自宅勤務などの方法に

より労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討する等休業の回避について

通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき

事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。  

 

 

 

 

 



Q11  新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有  

給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休

暇を取得したこととする場合はどうですか。 

 

(A11) 

「新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のＱ＆Ａ Ｑ9」に記載され

ているように、年次有給休暇は原則として労働者の請求する時季に与えなければな

らないものですので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任

意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則等の規定に照ら

し適切に取り扱ってください。 



＜労災保険給付に関する問い合わせ＞ 

Q12 新型インフルエンザ発生時において、職場又は通勤途上で新型インフルエン    

ザに感染（死亡）したことが明らかとなった場合、労災保険給付の対象となりま

すか。 

 

(A12) 

「新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のＱ＆Ａ Ｑ10」に記載さ

れているように、一般に、細菌、ウイルス等の病原体の感染によって起きた疾患に

ついては、感染機会が明確に特定され、それが業務又は通勤に起因して発症したも

のであると認められる場合には、保険給付の対象となります。 
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別添２ 

新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する 

事業者・職場の Q&A 

 

平成 21年 10月 30日 

厚 生 労 働 省 

 

Q1  職場で取り組むべき新型インフルエンザ対策にはどのようなことがありますか？ 

事業者においては、労働者の健康管理を徹底するとともに、感染機会を減らす

ための工夫の検討として、例えば、 

・ 発熱症状のある方については、医師の指導に従って、休暇を取得の上、自宅

で療養してもらうなどの対応を検討していただくこと 

が考えられます。 

また、それぞれの事業者において、感染状況を注視するとともに、手洗いや咳エ

チケットの周知、職場の清掃などに取り組んでいただく必要があると考えます。 

その他、 

・ 職場における感染防止策について、労働者へ教育・普及啓発を行う 

・ 欠勤した労働者本人や家族の健康状態の確認（発熱の有無や発症者との接

触可能性の確認）や欠勤理由の把握を行い、本人や家族が感染した疑いが

ある場合には連絡するよう指導する 

・ 労働者の子どもが通う保育施設等が臨時休業になった場合における当該労

働者の勤務への配慮を行う 

等の対応が考えられますので参考としてください。 

（注）「事業者・職場における新型インフルエンザガイドライン」ｐ114 に記載する感染防止策の

例において、 

   ・業務の絞込み（不要不急の業務の一時停止） 

   ・患者の入場防止のための検温 

   ・訪問者の氏名、住所の把握 

  といった措置までは、一般的には検討する必要はないと考えます。 
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さらに、職場における感染防止対策の検討を行うに当たっては、産業医等の助

言を受けることや、衛生委員会において対策を審議するなど、労働安全衛生法上

の安全衛生管理体制を活用し、実施していくことが望まれます。 

 

 

Q2  発熱や呼吸器症状等のインフルエンザ様症状を呈した労働者にはどのような注

意をすればよいですか。また、労働者がインフルエンザと診断されましたが、新

型インフルエンザ（A/H1N1）と確定されない場合、どのような対応をしたらよいの

でしょうか。 

基礎疾患を有しない方については、本人の安静のため及び新たな感染者をでき

るだけ増やさないために外出を自粛し、抗インフルエンザウイルス薬の内服等も含

め、医師の指導に従って自宅において療養してもらうことが適当です。 

しかしながら、次のような症状を認めるときは、すぐに医療機関を受診するよう、   

周知してください。 

○呼吸困難または息切れがある 

○胸の痛みが続いている 

○嘔吐や下痢が続いている 

○３日以上、発熱が続いている 

○症状が長引いていて悪化してきた 

○症状が急速に悪化してきた 

基礎疾患を有する方（※）や妊婦等については、軽症であっても早期にかかりつけ

医等に電話をし、又は医療機関を受診して、抗インフルエンザウイルス薬の内服等

も含め、医師の指導に従って療養してもらうことが適当です。 

※基礎疾患を有する方：慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、慢性腎疾患、慢性肝疾患、神経疾

患・神経筋疾患、血液疾患、糖尿病、疾患や治療に伴う免疫抑制状態、小児科領域の慢

性疾患を有しており治療経過や管理の状況を勘案して、医師により重症化リスクが高いと

判断される方等 

なお、現在、医療機関においては、新型インフルエンザか否かの確定検査は原

則として行っておりませんので、インフルエンザと診断された場合は、新型インフル

エンザと確定されない場合でも、上記の対応を参考にしてください。 
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Q3  労働者が新型インフルエンザ（A/H1N1）に感染した場合の同じ職場の労働者

（濃厚接触者）や、同居する家族が感染した労働者（濃厚接触者）は、仕事を休

ませる必要がありますか。 

発症者と同じ職場の労働者などの濃厚接触者でも、インフルエンザ様症状がな

い場合は、一般的には仕事を休ませずに職務を継続することが可能となると考えら

れますが、職務の必要性や内容に応じてその継続の可否を判断して下さい。 

その際、勤務を継続する場合は、朝夕の検温や手洗いなどの健康管理を行い、

体調が悪化した場合は直ちに上司に報告するよう、徹底することが必要です。特に

Ｑ2 で示した基礎疾患を有する方や妊婦等については、日々の健康管理を徹底す

るよう、留意して下さい。 

 

 

 

労働者の感染が確認された場合、事業者は、労働者全員を自宅待機させる必要

はないまでも、感染拡大防止の工夫をしていただきたいと考えます。 

職場で大規模な集団感染が疑われるケースについては、事業者は、保健所と相

談の上、必要に応じ、感染拡大防止のため、事業運営において感染機会を減らす

ための防止策等の協力をしていただく必要があります。 

なお、労働安全衛生法第 68条に基づく就業禁止の措置については、現在流行し

ている新型インフルエンザ（Ａ/Ｈ１Ｎ１）について、多くの感染者は軽症のまま回復

し、季節性インフルエンザと類似する点が多いことが明らかになったこと等から、現

時点においては、労働安全衛生規則第 61 条第 1 項第 1 号の「病毒伝ぱのおそれ

のある伝染性の疾病」には該当せず、労働者が新型インフルエンザ（Ａ/Ｈ１Ｎ１）に

感染したことのみをもって、就業禁止の措置を講ずることは要しません。 

しかしながら、労働者が新型インフルエンザに感染し、医師から、本人の病勢や

他の労働者への影響を考慮して、自宅療養等をする必要があるとの指導がなされ

ている場合には、それに反して出勤させることは適当ではありません。 

 

 

 

Q4  労働者が新型インフルエンザ（A/H1N1）に感染していることが確認された場合

に、どのような対応をしたらよいのでしょうか。 
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Q5  新型インフルエンザ（A/H1N1）に罹患した労働者が復職する際、留意すること

はありますか。治癒証明書や陰性証明書が必要ですか。 

新型インフルエンザ（A/H1N1）でも、通常のインフルエンザと同様、発熱等の症

状がなくなってからも感染力が続くと考えられています。 

基本的に、熱などの症状がなくなってから２日目までが外出自粛の目安です。し  

かし、完全に感染力がなくなる時期は明確でないことから、業務上可能であれば発

症した日の翌日から７日を経過するまで、外出を自粛することが望ましいと考えま

す。 

なお、労働者に対し治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることについては、  

インフルエンザの陰性を証明することは一般に困難であることや、患者の治療にあ

たる医療機関に過剰な負担をかける結果になることから、望ましくありません。 

 

 

 

 

 

 

事業者は、労働者が予め基礎疾患を有すること等を把握した場合、産業医等の

意見を聴く等して、事業者と当該労働者において、勤務時における感染予防策や

勤務内容、発症時の対応、基礎疾患の日頃の治療環境等について話し合い、Ｑ1

で示した感染防止策等をより徹底することが望ましいと考えられます。 

なお、基礎疾患を有する方等が発症した場合の対応については、Ｑ2をご参照下

さい。 

 

 

 

 

労働契約法第５条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体

等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」ものとしてい

ます。本条にいう使用者の安全配慮義務の具体的内容は、労働者の労務の具体

的状況等により異なるものであるので、一概には言えませんが、労働者が就業に

Q6  基礎疾患を有する方等が新型インフルエンザ（A/H1N1）に感染すると重症化

の可能性が高いとの報告があると聞きましたが、どのような対応をしたらよいので

しょうか。 

Q7  労働者が業務上インフルエンザに罹患した場合、事業者は、安全配慮義務違

反に問われるのでしょうか。 
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際し新型インフルエンザに罹患しないよう、Ｑ１で示した必要な感染防止策を講じて

いただくようお願いします。  

いずれにせよ、現時点では、災害が発生したときの責任の有無を論ずるのでは

なく、まずは、労使が協力して、就業中や通勤途上においてインフルエンザに罹患

しないよう必要な備え・対策をお願いします。 

 

 

 

 

感染拡大防止の観点からは、感染又は感染の疑いがある場合には、保健所の

要請等に従い外出を自粛することその他感染拡大防止に努めることが重要ですが、

その際、欠勤中の賃金の取扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労

働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。 

なお、賃金の支払の必要性の有無等については、個別事案ごとに諸事情を総合

的に勘案すべきものですが、法律上、労働基準法第２６条に定める休業手当を支

払う必要性の有無については、一般的には以下のように考えられます。（※以下は

現時点の状況を基にしており、今後の新型インフルエンザの流行状況等に応じて

保健所の要請等が変更される可能性がありますのでご留意ください。） 

 

①労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合 

新型インフルエンザに感染しており、医師等による指導により労働者が休業する

場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考え

られますので、休業手当を支払う必要はありません。 

医師による指導等の範囲を超えて（外出自粛期間経過後など）休業させる場合

には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支

払う必要があります。 

 

②労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合 

新型インフルエンザかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働

者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱えば足りるものであり、病

気休暇制度を活用すること等が考えられます。 

Q8  新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気を

つければよいのでしょうか。 
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一方、例えば熱が３７度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一

律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業さ

せる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業

手当を支払う必要があります。 

 

③感染者と近くで仕事をしていた労働者や同居する家族が感染した労働者を休業さ

せる場合 

Ｑ３にあるとおり、感染者と近くで仕事をしていた労働者などの濃厚接触者でも、

インフルエンザ様症状がない場合は職務の継続が可能となると考えられます。職

務の継続が可能である労働者について、使用者の自主的判断で休業させる場合

には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支

払う必要があります。 

なお、大規模な集団感染が疑われるケースなどで保健所等の指導により休業さ

せる場合については、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」には

該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。 

 

※なお、①から③において休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、自宅勤

務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分

検討する等休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていない

と認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があ

り、休業手当の支払が必要となることがあります。  

 

 

 

 

 

年次有給休暇は原則として労働者の請求する時季に与えなければならないもの

ですので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けら

れた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則等の規定に照らし適切に

取り扱ってください。 

 

Q9  新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有

給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気

休暇を取得したこととする場合はどうですか。 



7 
 

 

 

 

 

一般に、細菌、ウイルス等の病原体の感染によって起きた疾患については、感

染機会が明確に特定され、それが業務又は通勤に起因して発症したものであると

認められる場合には、保険給付の対象となります。 

 

 

Q11  政府の「新型インフルエンザ対策行動計画」に基づいて、自社の行動計画を策

定していますが、対応を再考する必要がありますか。 

 

政府において2009年2月に策定した「新型インフルエンザ対策行動計画」につい

ては、鳥インフルエンザ（H５N１）に由来する新型インフルエンザを念頭に置きなが

ら策定しているため、今回の新型インフルエンザ（A/H1N1）の特徴を踏まえて「基

本的対処方針」等を策定しています。各事業者においても、政府の「基本的対処方

針」等に基づいて、再考していただきたいと考えます。 

なお、今回の対応としては、Ｑ1でも示したように手洗い、咳エチケット、職場を清

掃するなどしていただく必要がありますが、「業務の絞込み（不要不急の業務の一

時停止）」、「患者の入場防止のための検温」、「訪問者の氏名、住所の把握」といっ

た措置までは必要ないと考えております。 

 

（参考） 

政府においては、今般のウイルスの特徴にかんがみ、国民生活や経済への影

響を最小限に抑えることが適当と考えており、対策本部（本部長：内閣総理大臣）

で決定した「基本的対処方針」により、対応を行っていくこととしています。また厚

生労働省において、「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請

等に関する運用指針（二訂版）」を策定しています。 

各事業者においては、こうした基本的対処方針や運用指針の他、「事業者・職

場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」等を計画策定の参考にしてくだ

さい。 

・「基本的対処方針」（新型インフルエンザ対策本部 平成 21年 10月 1日改定） 

http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/newflu20091001_shinkihontaisho.pdf 

・「基本的対処方針」等のＱ＆Ａ 

Q10  新型インフルエンザ発生時において、職場又は通勤途上で新型インフルエン    

ザに感染（死亡）したことが明らかとなった場合、労災保険給付の対象となります

か。 

 

http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/newflu20091001_shinkihontaisho.pdf
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・「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」（厚生

労働省 平成 21年 10月 1日二訂版） 

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/infu091002-09.pdf 

・「新型インフルエンザに関するＱ＆Ａ －基本情報－」 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02.html 

 

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/infu091002-09.pdf

